
○

公
認
会
計
士
試
験
規
則
（
平
成
十
六
年
三
月

日
内
閣
府
令
第

号
）

﹇
平
成
十
八
年
一
月
一
日

施
行
﹈

改

正

案

現

行

第
一
条

公
認
会
計
士
試
験
の
日
時
及
び
場
所
そ
の
他
公
認
会
計
士
試
験
の
施
行

に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
公
認
会
計
士
・
監
査
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」

と
い
う
。
）
が
決
定
し
、
あ
ら
か
じ
め
官
報
で
公
告
す
る
。

第
二
条

公
認
会
計
士
試
験
は
、
毎
年
一
回
以
上
、
東
京
都
、
大
阪
府
、
北
海
道

、
宮
城
県
、
愛
知
県
、
石
川
県
、
広
島
県
、
香
川
県
、
熊
本
県
、
福
岡
県
、
沖

縄
県
そ
の
他
審
査
会
の
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
行
う
。

第
三
条

公
認
会
計
士
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
願
書
に
写
真
及
び

整
理
表
を
添
付
し
、
公
認
会
計
士
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
所
を
管
轄
す
る

財
務
局
長
（
当
該
場
所
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
は
、

福
岡
財
務
支
局
長
）
を
経
由
し
て
、
審
査
会
の
会
長
（
以
下
「
会
長
」
と
い
う

。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
受
験
願
書
は
、
財
務
局
長
が
受
理
し
た
時
に
会
長
に
提
出
さ
れ
た
も

の
と
み
な
す
。

３

法
第
十
条
第
二
項
の
申
請
は
、
第
八
条
第
三
項
の
書
面
の
写
し
を
第
一
項
の

受
験
願
書
に
添
付
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

－１－



第
四
条

法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
分
野
は
、

次
に
掲
げ
る
分
野
と
す
る
。

一

簿
記

二

財
務
諸
表
論

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
企
業
等
の
外
部
の
利
害
関
係
者
の
経
済

的
意
思
決
定
に
役
立
つ
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
会
計
の
理
論

２

法
第
八
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
分
野
は
、
次
に

掲
げ
る
分
野
と
す
る
。

一

原
価
計
算

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
企
業
等
の
内
部
の
経
営
者
の
意
思
決
定
及

び
業
績
管
理
に
役
立
つ
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
会
計
の
理
論

３

法
第
八
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
分
野
は
、
次
に

掲
げ
る
分
野
と
す
る
。

一

商
法
（
海
商
並
び
に
手
形
及
び
小
切
手
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）

二

証
券
取
引
法
（
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
監
査
を
受
け
る
べ
き
こ
と
と
さ
れ
る
組

合
そ
の
他
の
組
織
に
関
す
る
法

４

法
第
八
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
分
野
は
、
次
に

掲
げ
る
分
野
と
す
る
。

一

法
人
税
法

二

所
得
税
法

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
租
税
法
総
論
及
び
消
費
税
法
、
相
続
税

法
そ
の
他
の
租
税
法
各
論

－２－



５

法
第
八
条
第
一
項
各
号
又
は
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
試
験
科
目
の
う
ち
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
試
験
科
目
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

一

監
査
論

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
及
び
株
式

会
社
の
監
査
等
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
九
年
法

律
第
二
十
二
号
）
に
基
づ
く
監
査
制
度
及
び
監
査
諸
基
準
そ
の
他
の
監
査
理

論
二

経
営
学

経
営
管
理
及
び
財
務
管
理
の
基
礎
的
理
論

三

経
済
学

ミ
ク
ロ
経
済
学
、
マ
ク
ロ
経
済
学
そ
の
他
の
経
済
理
論

四

統
計
学

記
述
統
計
及
び
推
測
統
計
の
理
論
並
び
に
金
融
工
学
の
基
礎
的

理
論

第
五
条

法
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
十
条
第
一
項
の
申
請
は
、

公
認
会
計
士
試
験
免
除
申
請
書
を
会
長
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
法
第
九
条
第
一
項
各
号
若
し
く
は
第
二
項
各
号
又
は

第
十
条
第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
試

験
を
免
除
し
、
又
は
免
除
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
会
長
は
、
そ
の
旨
を

申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

会
長
は
、
第
一
項
の
申
請
書
を
受
理
し
て
か
ら
一
月
以
内
に
、
前
項
の
通
知

を
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

５

前
項
の
期
間
に
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

－３－



一

当
該
申
請
を
補
正
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間

二

当
該
申
請
を
し
た
者
が
当
該
申
請
の
内
容
を
変
更
す
る
た
め
に
要
す
る
期

間
三

当
該
申
請
を
し
た
者
が
当
該
申
請
に
係
る
審
査
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
資

料
を
追
加
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間

第
六
条

法
第
九
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
研
究
は
次
に
掲
げ
る
科
目
に
関

す
る
研
究
と
す
る
。

一

簿
記
、
財
務
諸
表
そ
の
他
の
財
務
会
計
に
属
す
る
科
目
に
関
す
る
研
究

二

原
価
計
算
そ
の
他
の
管
理
会
計
に
属
す
る
科
目
に
関
す
る
研
究

三

監
査
論
そ
の
他
の
監
査
に
属
す
る
科
目
に
関
す
る
研
究

２

法
第
九
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
学
位
で
内

閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
科
目
を
十
単
位
以
上
並

び
に
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
科
目
を
そ
れ
ぞ
れ
六
単
位
以
上
履

修
し
、
か
つ
、
同
項
各
号
に
規
定
す
る
科
目
を
合
計
で
二
十
八
単
位
以
上
履
修

し
た
上
で
修
得
し
た
学
位
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
文
部
省
令
第
九
号
）
第
五
条

の
二
に
定
め
る
修
士
（
専
門
職
）
の
学
位
と
す
る
。

３

前
項
の
単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令

第
二
十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

第
七
条

会
長
は
、
試
験
に
合
格
し
た
者
に
、
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
当
該

試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
証
書
を
授
与
す
る
ほ
か
、
そ
の
者
の
氏
名
を

官
報
で
公
告
す
る
。

－４－



２

会
長
は
、
法
第
八
条
第
一
項
の
短
答
式
に
よ
る
試
験
に
合
格
し
た
者
に
、
当

該
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
交
付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
者
の

氏
名
を
官
報
で
公
告
す
る
。

３

会
長
は
、
法
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
相
当
と
認
め
る
成
績
を
得
た
者
に

、
当
該
成
績
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
交
付
す
る
。

－５－


